
総務企画専門委員会 第１号議案 

 

 

信州やまなみ国スポ上田市広報基本計画（案） 

 
１ 目的 

  第８２回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」における、上田市の広報については

「第８２回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画」に基づき、市民の関心や参加意欲

を高めるため、多様なメディアを活用し、効果的な広報活動を積極的に展開するとともに、

上田市の豊かな自然や歴史、文化、食などの魅力を全国に発信する。 

 

２ 内容 

(1) 愛称、スローガン等による広報 

   大会を象徴する愛称、スローガン等の活用により、市民への周知を図る。 

ア 愛称、スローガン等の活用 

イ マスコットキャラクターの活用 

 

(2) 各種広報物品による広報 

   愛称、スローガン、マスコットキャラクター等を用いた、各種印刷物や広報用物品を

作成する。 

  ア 広報うえだ、関係機関等の刊行物等への掲載 

イ ポスター、パンフレット等の作成 

ウ 広報用物品の作成、配布 

 

(3) 多様なメディアによる広報 

多様なメディアを活用し、広域的な情報の発信や提供を行う。 

ア ホームページやＳＮＳ等、インターネットによる情報発信 

イ 新聞、テレビ、ラジオ等による広報 

 

(4) イベントによる広報 

   広報イベントを開催するとともに、関係機関及び関係団体等のイベントと連携し、効

果的な情報発信を行う。 

  ア 広報イベントの開催 

イ 上田市及び関係機関等が開催するイベントへのブースの設置 

ウ 上田市のＰＲ活動との連携 

 

(5) 屋外広告物による広報 

   競技会場や公共施設等に看板等を効果的に設置し、大会開催を広く周知する。 

  ア 横断幕、懸垂幕、のぼり旗等の活用 

イ カウントダウンボード、案内板等の活用 

 

(6) 大会報告書による広報 

   準備経過、開催状況、競技記録等の記録及び保存のため、大会報告書を作成し、後世

に伝える。 



総務企画専門委員会 第２号議案 

 

 

信州やまなみ国スポ上田市市民運動基本計画（案） 

 
１ 目的 

  第８２回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」における、上田市の市民運動につい

ては「第８２回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画」に基づき、市民一人ひとりが

積極的に参加する機運を高め、様々な形で参画することで大会を盛り上げていくとともに、

喜びと感動を分かち合い、地域の活性化につなげる。 

 

２ 内容 

(1) 市民一人ひとりの力で盛り上げる大会 

市民一人ひとりが、様々な形で大会に参画し、喜びと感動を共有できる大会とする。 

ア ボランティアへの参加促進 

イ 競技会場における観戦、応援の促進 

ウ 広報イベントの開催 

 

(2) おもてなしの心で迎える大会 

   全国から訪れる多くの方々を心のこもった“おもてなし”でお迎えし、上田市をまた

訪れたいと思っていただける大会とする。 

  ア 明るく元気なあいさつと親切な応対 

  イ すべての選手に対する温かな声援による応援 

ウ 各競技会場等への横断幕、応援のぼり旗、飾花等による歓迎 

 

(3) 上田市の魅力を発信する大会 

   全国から訪れる多くの方々に向けて、上田市の豊かな自然や歴史、文化、食などの魅

力に触れてもらうことにより、上田市の魅力を全国に発信する大会とする。 

  ア 上田市の自然、歴史、文化、食などの魅力発信 

イ 上田市の観光情報の発信 

 

(4) 生涯スポーツの推進につながる大会 

   大会を契機として、スポーツが持つ意義や効果の浸透を図り、「だれもが・いつまで

も」気軽にスポーツに親しみ、生涯スポーツの推進につながる大会とする。 

  ア 各種スポーツイベントやレクリエーション等への参加 

  イ 大会をはじめとする各種競技会における観戦・応援 



総務企画専門委員会 第３号議案 

 

 

信州やまなみ国スポ上田市観光・おもてなし基本計画（案） 

 
１ 目的 

  第８２回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」における、上田市の観光・おもてな

しについては「第８２回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画」に基づき、選手、監

督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以下「大会関係者等」と

いう。）を温かく迎え、また訪れたいと思っていただけるよう心のこもった“おもてなし”

を提供する。 

 

２ 内容 

(1) 歓迎装飾の実施 

   開催機運や大会関係者等への歓迎ムードの向上のため、競技会場や主要駅等に歓迎装

飾を行う。 

 

(2) 案内所の設置 

   大会関係者等の便宜を図るため、競技会場や主要駅等に案内所を設置し、競技、宿泊、

交通、観光、物産等の案内を行う。 

 

(3) 休憩所の設置 

   大会関係者等の憩いの場、交流の場として、競技会場に休憩所を設置する。 

 

(4) 売店等の設置 

   大会関係者等の便宜を図るとともに、上田市の物産等の紹介及び販売促進のため、関

係団体の協力を得て、競技会場に売店等を設置する。 

 

(5) 接遇意識の高揚 

   大会関係者等に心のこもった“おもてなし”を提供できるよう、接遇意識の高揚に努

める。 

 

(6) 情報の発信・提供 

   大会関係者等が必要とする情報（競技、宿泊、交通、観光、物産等）が容易に得られ

るよう、ホームページ、ＳＮＳ等のインターネット上における情報発信の推進に努め、

併せて観光ＰＲの充実を図る。 



宿泊衛生専門委員会 第１号議案 

 

 

信州やまなみ国スポ上田市宿泊基本計画（修正案） 

 

１ 目的 

第８２回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」における、上田市の宿泊については

「第８２回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画」に基づき、選手、監督、役員、視

察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者を温かく迎えるとともに、選手が最良の

コンディションで活躍できるよう、宿泊施設等と緊密に連携し、安全で快適な宿泊の確保

を図り、受入体制に万全を期する。 

 

２ 内容 

(1) 宿舎 

ア 選手、監督及び役員の宿舎は、原則として上田市内の旅館等（旅館業法の許可を受

けて営業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。）を利用する。 

イ 上田市内の旅館等で選手、監督及び役員を配宿（宿舎としての旅館等を上田市実行

委員会（信州やまなみ国スポ上田市実行委員会をいう。）が手配することをいう。以

下同じ。）することが困難な場合は、長野県、関係機関及び関係団体等と協議のう

え、公共施設や近隣市町村の旅館等を利用する。 

ウ 風紀上、衛生上及び安全対策上支障があると認められる旅館等は宿舎として利用し

ない。 

  エ 視察員、報道員及びその他関係者の宿舎は、原則として長野県実行委員会（信州や

まなみ国スポ・全障スポ実行委員会をいう。）が手配する。 

  オ 一般観覧者の宿舎は、一般観覧者自身が手配する。 

 

(2) 配宿 

ア 選手、監督及び役員の配宿は、競技会場及び練習会場までの交通状況等を考慮し、

大会運営に支障のないよう留意して行う。 

イ 選手及び監督の宿舎は、都道府県別、競技別、競技種別及び男女別を考慮して配宿

する。 

ウ 役員の宿舎は、原則として選手及び監督の宿舎とは別にする。 

エ 選手、監督及び役員を近隣市町村に配宿する場合は、長野県と協議して行う。 

 

(3) 宿泊料金 

選手、監督及び役員の宿泊料金は、長野県と旅館等の関係団体との間で協議し、公益

財団法人日本スポーツ協会において決定したものを適用する。 

 

(4) 昼食弁当 

ア 競技会場における昼食弁当については、必要に応じて調達する。 

イ 選手、監督及び役員に提供する昼食弁当は、衛生面や栄養バランスを考慮するとと

もに、可能な限り地元の食材を取り入れた郷土色豊かなものとする。 

   

修正後 



宿泊衛生専門委員会 第２号議案 

 

 

信州やまなみ国スポ上田市医事・衛生基本計画（案） 

 

１ 目的 

第８２回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」における、上田市の医事・衛生につい

ては「第８２回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画」に基づき、選手、監督、役員、

視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以下「大会関係者等」という。）をは

じめ、大会に関わるすべての方々の健康を確保するとともに、大会を快適な環境のもとで

開催するため、長野県等と緊密に連携し、医事・衛生体制の確立を図る。 

 

２ 内容 

(1) 医療救護 

大会関係者等の傷病の発生に速やかに対処するため、関係機関及び関係団体等の協力

を得て、競技会場に救護所を設置するとともに、応急処置及び必要に応じた医療機関へ

の移送等、医療救護体制を整える。 

 

(2) 防疫 

大会関係者等の感染症の発生を予防し、そのまん延を防止するため、関係機関及び関

係団体等の協力を得て、防疫体制を整える。 

 

(3) 食品衛生 

大会関係者等の食中毒の発生を予防するため、関係機関及び関係団体等の協力を得て、

食品衛生に対する取組を推進する。 

 

(4) 環境衛生 

大会関係者等に清潔で快適な環境を提供するため、関係機関及び関係団体等はもとよ

り、広く市民の協力を得て、宿舎の衛生対策及び競技会場等における廃棄物の適正処理

等環境衛生の取組を推進する。 



輸送交通専門委員会 第１号議案           

 

 

信州やまなみ国スポ上田市輸送・交通基本計画（案） 

 

１ 目的 

第８２回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」における、上田市の輸送・交通につい

ては「第８２回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画」に基づき、上田市の交通事情

を勘案し、交通事業者及びその他関係機関と緊密に連携し、安全かつ効率的で確実な輸送

手段の確保に努める。また、公共交通機関の利用を推進するなど、交通混雑の緩和と環境

に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。 

 

２ 内容 

(1) 輸送対策 

ア 輸送原則 

輸送に当たっては、可能な限り既存の公共交通機関の利用を推進する。公共交通機関

を利用した選手、監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大会関係者」

という。）並びに一般観覧者は運賃を負担する。 

イ 計画輸送 

競技会場、練習会場又は宿舎への輸送において、公共交通機関の状況や競技の特殊性

等から必要と認めるときは、指定集合地（計画輸送の起点・終点となる宿舎近くのバス

乗降が可能な場所をいう。）を設けたうえで計画輸送を行う。 

ウ 競技共催市間の輸送 

他市と共催で行う競技に係る大会関係者の輸送については、当該市と協議のうえ、別

に定める。 

 

(2) 交通対策 

ア 交通規制 

大会関係者車両の安全かつ円滑な運行を図るとともに、一般交通に与える影響を最

小限にとどめるため、上田警察署及びその他関係機関と協議のうえ、必要に応じて交

通規制等の対策を講じる。 

イ 交通の整理誘導 

大会関係者車両、一般観覧者車両及び歩行者の安全確保を図り、目的地に迅速に到着

させるため、競技会場及び練習会場の周辺道路に案内標識を掲出するとともに、必要

に応じて整理誘導員を配置する。 

 

(3) 駐車場対策 

ア 駐車場の確保 

駐車場は、競技会場及び練習会場並びにその周辺での確保に努め、必要に応じて駐車

場整理員を配置し、駐車場が遠隔地になるときは必要な措置を講じる。  

修正後 



 

イ 駐車場の利用 

大会関係者車両の駐車場の利用は、運営上必要と認められるものに限定し、一般車両

（一般観覧者車両を含む。）と容易に区別できるよう必要な措置を講じる。また、一般

観覧者については、交通混雑の緩和を図るため、公共交通機関の積極的な利用を呼び

かけ、駐車場の利用を最小限にとどめる。 



輸送交通専門委員会 第２号議案 

 

 

信州やまなみ国スポ上田市警備・消防基本計画（案） 

 

１ 目的 

第８２回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」における、上田市の警備・消防につい

ては「第８２回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画」に基づき、競技会場その他大

会関係施設における治安の確保や、非常時における緊急対応に万全を期するため、警察・

消防その他関係機関（以下「関係機関等」という。）と連携しながら、警備・消防体制の確

立を図る。 

 

２ 内容 

(1) 警備対策 

ア 行幸啓※１及びお成り※２の可能性も考慮し、競技会場、練習会場、宿舎及び沿道等（以

下「競技会場等」という。）における事故及び事件の防止を重点とした適切な警備措置

を講じる。 

イ 大会期間中は、関係機関等と連携を図り、防犯対策を推進し、犯罪の防止に努める。 

 

(2) 消防防災対策 

ア 競技会場等の火災、その他災害の予防及び災害発生時における情報伝達、避難誘導、

救急救助等に関する諸対策を講じる。 

イ 大会期間中の火災、その他災害の予防及び災害発生時の被害軽減を図るため、防火・

防災意識の向上を図る。 

 

(3) 大規模災害・突発重大事案対策  

上田市地域防災計画を踏まえ、大規模災害及び突発重大事案の発生時における情報収

集・伝達、避難誘導、被害の拡大防止、救急・救助等に関する対策を講じる。 

 

(4) 関係機関等との連絡調整 

警備・消防防災対策の円滑な推進を図るため、関係機関等と緊密な連携を図るととも

に、情報連絡体制を確立する。 

 

 

※１：天皇・皇后がご一緒に外出されること。（宮内庁ホームページから） 

※２：天皇・皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃以外の皇族方が外出されること。 

（宮内庁ホームページから） 

修正後 


